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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
三
号

喫
煙
対
策
実
施
状
況
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
山
梨
県
統
計
調
査
条
例
（
昭
和
二
十
七

年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
調
査
の
目
的

こ
の
調
査
は
、
職
場
に
お
け
る
喫
煙
対
策
実
施
状
況
を
把
握
し
、
今
後
の
喫
煙
対
策
推
進
の
基
礎

資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
　
調
査
事
項

１
　
事
業
所
の
構
成
人
員
に
関
す
る
事
項

２
　
喫
煙
者
数
に
関
す
る
事
項

３
　
喫
煙
対
策
の
内
容
に
関
す
る
事
項

４
　
喫
煙
が
及
ぼ
す
健
康
影
響
及
び
分
煙
に
関
す
る
知
識
に
関
す
る
事
項

５
　
今
後
の
喫
煙
対
策
に
関
す
る
事
項

三
　
調
査
の
範
囲

１
　
調
査
地
域

山
梨
県
全
域

２
　
調
査
対
象

県
内
の
国
及
び
県
の
関
係
機
関
、
市
町
村
役
場
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
特
殊
教
育

学
校
、
大
学
並
び
に
従
業
員
百
人
以
上
の
事
業
所

四
　
調
査
の
期
日

平
成
十
四
年
十
月
三
十
一
日
を
調
査
基
準
日
と
し
、
同
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
五
日
ま
で
を
調
査

期
間
と
す
る
。

五
　
調
査
方
法

自
計
式
調
査
と
し
、
調
査
票
の
配
布
及
び
回
収
は
、
郵
送
に
よ
る
。

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
四
号

山
梨
県
林
業
改
善
資
金
貸
付
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
山
梨
県
告
示
第
六
百
八
十
七
号
の
二
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

第
一
の
表
一
の
項
貸
付
対
象
者
の
欄
中
「
限
る
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
、
同
表
二
の
項

を
削
り
、
同
表
三
の
項
中
「（
資
本
の
額
若
し
く
は
出
資
の
総
額
が
千
万
円
以
下
の
も
の
又
は
常
時
使

用
す
る
従
業
員
の
数
が
三
百
人
以
下
の
も
の
に
限
る
。）」
を
削
り
、
同
項
を
同
表
二
の
項
と
し
、
同

表
四
の
項
を
同
表
三
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四
　
木
材
安

木
材
製
造
業
者
等
と
の
間
に
お
い

個
人
で
あ
る
森
林
所
有
者
、
個

定
供
給
促

て
木
材
の
供
給
に
関
す
る
取
決
め

人
で
あ
る
森
林
経
営
の
委
託
を

進
資
金

を
締
結
し
て
木
材
の
生
産
を
行
う

受
け
た
者
、
個
人
で
あ
る
森
林

場
合
に
お
い
て
、
当
該
取
決
め
の

所
有
者
の
協
業
体
、
素
材
生
産

締
結
に
先
立
ち
、
必
要
な
立
木
量

業
者
、
素
材
生
産
業
者
の
組
織

を
確
保
す
る
た
め
取
得
す
る
立
木

す
る
団
体
、
森
林
組
合
、
生
産

の
取
得
費
用

森
林
組
合
、
森
林
経
営
を
営
む

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
二
十
八
号
　
　
平
成
十
四
年
十
月
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
五
七

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

十
月
十
七
日

第
千
三
百
二
十
八
号

木　曜　日



会
社
、
公
有
林
経
営
市
町
村
等

又
は
財
団
法
人
山
梨
県
林
業
公

社

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
石

和
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
一
月
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
宮
山
梨
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

東
八
代
郡
石
和
町
大
字
川
中
島
字
宮
ノ
東
一
一
〇

旧

六
・
五
〜

三
四
八
・
〇

番
の
四
七
地
先
か
ら

二
二
・
〇

東
山
梨
郡
春
日
居
町
大
字
小
松
字
道
徳
八
五
五
番

の
一
一
〇
地
先
ま
で

新

六
・
五
〜

三
四
八
・
〇

二
二
・
〇

一
五
・
三
〜

三
四
〇
・
〇

八
三
・
五

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
位
置

東
八
代
郡
石
和
町
唐
柏
字
池
田
六
〇
八
番
一

二
　
道
路
の
幅
員

最
大
　
六
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
　
最
小
　
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

四
十
二
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

�

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
四
年
十
月
二
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
ち
び
っ
こ
は
う
す

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
宮
澤
由
佳

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
宮
原
町
百
五
十
一
番
地
五
号

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
育
て
中
の
親
・
子
育
て
支
援
者
に
対
し
て
、
育
児
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行

い
、
安
心
し
て
子
ど
も
を
生
み
育
て
ら
れ
る
社
会
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

�

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

平
成
十
四
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

三
富
村

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
二
十
八
号
　
　
平
成
十
四
年
十
月
十
七
日

五
五
八



二
　
調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
九
年
七
月
三
十
日
か
ら
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
成
果
の
名
称

地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四
　
調
査
を
行
っ
た
地
域

三
富
村
大
字
徳
和
の
一
部
地
区

五
　
認
証
年
月
日

平
成
十
四
年
十
月
四
日

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
一
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
古
　
　
屋
　
　
忠
　
　
彦

別
表
第
十
中

「
四
、
九
二
九

県
道
栗

東
八
代
郡
御
坂
町
成
田
一
、
一
二
八

一

石
和
平
成
一
四
年
一
〇

合
成
田

番
地
先
（
山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ

月
一
〇
日

線

ー
入
口
）

告
示
第
五
七
号

」

を「
四
、
九
二
九

県
道
栗

東
八
代
郡
御
坂
町
成
田
一
、
一
二
八

一

石
和
平
成
一
四
年
一
〇

合
成
田

番
地
先
（
山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ

月
一
〇
日

線

ー
入
口
）

告
示
第
五
七
号

四
、
九
三
〇

農
道
四

中
巨
摩
郡
若
草
町
藤
田
一
、
一
三
〇

一

小
笠
平
成
一
四
年
一
〇

九
号
線

番
地
先
（
若
草
南
小
学
校
西
側
正
門

原

月
一
七
日

前
）

告
示
第
六
一
号

四
、
九
三
一

県
道
上

北
都
留
郡
上
野
原
町
棡
原
六
、
四
四

二

上
野
平
成
一
四
年
一
〇

野
原
あ

三
番
地
先
（
棡
原
中
学
校
西
側
交
差

原

月
一
七
日

き
る
の

点
）

告
示
第
六
一
号

線

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
中

「
九
七
八

町
　
道

北
都
留
郡
上
野
原
町

七
四
四

車
　
両

四
〇

上
野
平
成
一
三

小
沢
奈

上
野
原
四
、
一
〇
四

（
原
付

原

年
三
月
一

須
部
線

番
地
先
（
県
道
上
野

・
け
ん

日

原
五
日
市
線
交
差
点

引
②
③

告
示
第
九

）
か
ら

を
除
く

号

北
都
留
郡
上
野
原
町

。）

上
野
原
九
、
一
九
一

番
地
先
（
上
野
原
中

学
校
前
）
ま
で
の
両

側

」

を「
九
七
八

町
道
小

北
都
留
郡
上
野
原
町

一
、
三
〇
〇

車
両
（

四
〇

上
野
平
成
一
四

沢
奈
須

上
野
原
四
、
四
九
二

原
付
・

原

年
一
〇
月

部
線

番
地
先
（
上
野
原
中

け
ん
引

一
七
日

入
口
交
差
点
）
か
ら

②
③
を

告
示
第
六

北
都
留
郡
上
野
原
町

除
く
。

一
号

上
野
原
八
、
一
五
四

）

番
地
の
二
七
先
（
上

野
原
工
業
団
地
西
交

差
点
）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「
一
、
五

国
道
四

塩
山
市
上
萩
原
四
、

四
、
〇
〇
〇

車
両
（

五
〇

塩
山
平
成
一
四

六
七

一
一
号

七
八
三
番
地
の
八
二

原
付
・

年
一
〇
月

三
先
（
上
萩
原
第
一

け
ん
引

一
〇
日

ト
ン
ネ
ル
北
方
四
五

①
②
③

告
示
第
五

〇
メ
ー
ト
ル
地
点
）

を
除
く

七
号

か
ら
塩
山
市
上
萩
原

。）

四
、
七
八
三
番
地
先

（
遊
雲
橋
西
詰
）
ま

で
の
両
側

」

を

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
二
十
八
号
　
　
平
成
十
四
年
十
月
十
七
日

五
五
九



「
一
、
五

国
道
四

塩
山
市
上
萩
原
四
、

四
、
〇
〇
〇

車
両
（

五
〇

塩
山
平
成
一
四

六
七

一
一
号

七
八
三
番
地
の
八
二

原
付
・

年
一
〇
月

三
先
（
上
萩
原
第
一

け
ん
引

一
〇
日

ト
ン
ネ
ル
北
方
四
五

①
②
③

告
示
第
五

〇
メ
ー
ト
ル
地
点
）

を
除
く

七
号

か
ら
塩
山
市
上
萩
原

。）

四
、
七
八
三
番
地
先

（
遊
雲
橋
西
詰
）
ま

で
の
両
側

一
、
五

町
道
文

北
都
留
郡
上
野
原
町

一
、
一
〇
〇

車
両
（

四
〇

上
野
平
成
一
四

六
八

教
線

上
野
原
一
、
五
九
八

原
付
・

原

年
一
〇
月

町
道
奈

番
地
先
（
明
誠
高
等

け
ん
引

一
七
日

須
部
丸

学
校
入
口
交
差
点
）

②
③
を

告
示
第
六

畑
線

か
ら
北
都
留
郡
上
野

除
く
。

一
号

原
町
上
野
原
八
、
一

）

五
四
番
地
の
二
七
先

（
上
野
原
工
業
団
地

西
交
差
点
）
ま
で
の

両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
五
中

「
三
三
〇

町
　
道

北
都
留
郡
上
野
原
町
上

七
四
四

車
両

終
日

上
野
五
九
・
八

小
沢
奈

野
原
四
一
〇
一
番
地
先

原

・
一
三

須
部
線

（
県
道
上
野
原
五
日
市

四
一
号

線
交
差
点
）
か
ら
北
都

留
郡
上
野
原
町
上
野
原

九
一
九
一
番
地
先
（
上

野
原
中
学
校
前
）
ま
で

の
両
側

」

を「
三
三
〇

町
道
小

北
都
留
郡
上
野
原
町
上

一
、
三
〇
〇

車
両

終
日

上
野
平
成
一
四

沢
奈
須

野
原
四
、
四
九
二
番
地

原

年
一
〇
月

部
線

先
（
上
野
原
中
入
口
交

一
七
日

差
点
）
か
ら
北
都
留
郡

告
示
第
六

上
野
原
町
上
野
原
八
、

一
号

一
五
四
番
地
の
二
七
先

（
上
野
原
工
業
団
地
西

交
差
点
）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「
四
三
八

県
道
万

山
梨
市
万
力
一
、
一
〇

一
、
〇
〇
〇

車
両

終
日

日
下
平
成
一
四

力
小
屋

〇
番
地
先
（
フ
ル
ー
ツ

部

年
一
〇
月

敷
線

公
園
入
口
交
差
点
）
か

一
〇
日

ら
山
梨
市
上
神
内
川
五

告
示
第
五

一
番
地
の
四
先
（
増
田

七
号

屋
）
ま
で
の
両
側

」

を「
四
三
八

県
道
万

山
梨
市
万
力
一
、
一
〇

一
、
〇
〇
〇

車
両

終
日

日
下
平
成
一
四

力
小
屋

〇
番
地
先
（
フ
ル
ー
ツ

部

年
一
〇
月

敷
線

公
園
入
口
交
差
点
）
か

一
〇
日

ら
山
梨
市
上
神
内
川
五

告
示
第
五

一
番
地
の
四
先
（
増
田

七
号

屋
）
ま
で
の
両
側

四
三
九

町
道
文

北
都
留
郡
上
野
原
町
上

一
、
一
〇
〇

車
両

終
日

上
野
平
成
一
四

教
線

野
原
一
、
五
九
八
番
地

原

年
一
〇
月

町
道
奈

先
（
明
誠
高
等
学
校
入

一
七
日

須
部
丸

口
交
差
点
）
か
ら
北
都

告
示
第
六

畑
線

留
郡
上
野
原
町
上
野
原

一
号

八
、
一
五
四
番
地
の
二

七
先
（
上
野
原
工
業
団

地
西
交
差
点
）
ま
で
の

両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
六
中

「
一
、
一
九
八

県
　
道

北
都
留
郡
上
野
原
町
棡
原
六
、
四
九

上
野
原
四
九
・
七
・
四

上
野
原

六
番
地
先
（
土
屋
光
春
方
前
）

二
九
号

、
五
日

市
線

一
、
一
九
九

町
　
道

北
都
留
郡
上
野
原
町
棡
原
六
、
四
八

上
野
原
四
九
・
七
・
四

上
野
原

九
番
地
先

二
九
号

、
棡
原

線

」

を「
一
、
一
九
八

削
除

上
野
原
平
成
一
四
年
一
〇

月
一
七
日

告
示
第
六
一
号

一
、
一
九
九

削
除

上
野
原
平
成
一
四
年
一
〇

月
一
七
日

告
示
第
六
一
号

」

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
二
十
八
号
　
　
平
成
十
四
年
十
月
十
七
日

五
六
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
二
十
八
号
　
　
平
成
十
四
年
十
月
十
七
日

五
六
一

に
、

「
一
〇
、
四
九
七

町
道

東
八
代
郡
石
和
町
松
本
一
、
〇
六
六

石
和

平
成
一
四
年
一
〇

番
地
の
一
先
（
石
和
駅
前
郵
便
局
南

月
一
〇
日

側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
五
七
号

」

を「
一
〇
、
四
九
七

町
道

東
八
代
郡
石
和
町
松
本
一
、
〇
六
六

石
和

平
成
一
四
年
一
〇

番
地
の
一
先
（
石
和
駅
前
郵
便
局
南

月
一
〇
日

側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
五
七
号

一
〇
、
四
九
八

町
道
御

中
巨
摩
郡
敷
島
町
中
下
条
一
、
四
八

甲
府

平
成
一
四
年
一
〇

証
作
北

八
番
地
の
三
先
（
佐
野
方
南
側
・
東

月
一
七
日

線

進
車
両
）

告
示
第
六
一
号

一
〇
、
四
九
九

市
道

富
士
吉
田
市
上
吉
田
一
、
四
一
八
番

富
士
吉
平
成
一
四
年
一
〇

地
の
一
先
（
鮮
魚
大
洋
西
側
・
西
進

田

月
一
七
日

車
両
）

告
示
第
六
一
号

一
〇
、
五
〇
〇

市
道

富
士
吉
田
市
上
吉
田
二
、
二
一
一
番

富
士
吉
平
成
一
四
年
一
〇

地
先
（
平
山
保
政
方
東
方
約
五
〇
メ

田

月
一
七
日

ー
ト
ル
十
字
路
交
差
点
西
側
・
東
進

告
示
第
六
一
号

車
両
）

一
〇
、
五
〇
一

市
道

富
士
吉
田
市
上
吉
田
二
、
二
一
一
番

富
士
吉
平
成
一
四
年
一
〇

地
先
（
平
山
保
政
方
東
方
約
五
〇
メ

田

月
一
七
日

ー
ト
ル
十
字
路
交
差
点
東
側
・
西
進

告
示
第
六
一
号

車
両
）

一
〇
、
五
〇
二

市
道

富
士
吉
田
市
と
き
わ
台
一
丁
目
四
番

富
士
吉
平
成
一
四
年
一
〇

一
二
号
先
（
㈱
共
和
組
倉
庫
南
側
・

田

月
一
七
日

南
進
車
両
）

告
示
第
六
一
号

一
〇
、
五
〇
三

村
道
横

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
一
、
四
六
六

富
士
吉
平
成
一
四
年
一
〇

川
奥
割

番
地
先
（
間
中
宏
之
方
南
側
・
東
進

田

月
一
七
日

線

車
両
）

告
示
第
六
一
号

一
〇
、
五
〇
四

村
道
横

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
一
、
三
三
六

富
士
吉
平
成
一
四
年
一
〇

川
奥
割

番
地
先
（
長
田
勇
三
方
南
側
・
西
進

田

月
一
七
日

線

車
両
）

告
示
第
六
一
号

一
〇
、
五
〇
五

町
道

北
都
留
郡
上
野
原
町
棡
原
六
、
四
四

上
野
原
平
成
一
四
年
一
〇

三
番
地
先
（
棡
原
中
学
校
西
側
交
差

月
一
七
日

点
南
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
六
一
号

一
〇
、
五
〇
六

県
道
上

北
都
留
郡
上
野
原
町
棡
原
六
、
四
九

上
野
原
平
成
一
四
年
一
〇

野
原
丹

四
番
地
先
（
棡
原
中
学
校
西
側
交
差

月
一
七
日

波
山
線

点
北
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
六
一
号

一
〇
、
五
〇
七

町
道
中

北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野
原
九
六
八

上
野
原
平
成
一
四
年
一
〇

央
道
南

番
地
の
一
先
（
矢
房
佳
子
方
北
側
・

月
一
七
日

線

西
進
車
両
）

告
示
第
六
一
号

一
〇
、
五
〇
八

町
道
新

北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野
原
一
、
一

上
野
原
平
成
一
四
年
一
〇

町
石
舟

五
〇
番
地
先
（
上
野
原
検
問
所
南
側

月
一
七
日

線

・
西
進
車
両
）

告
示
第
六
一
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
七
中

「

三
四
一

町
　
道

北
都
留
郡
上
野
原

二
〇
〇

車
両

七
時

上
野
四
九
・
四

文
教
線

町
上
野
原
一
、
五

（
二

か
ら

原

・
一
一

九
八
番
地
先
（
原

輪
の

二
十

一
六
号

田
正
孝
方
）
か
ら

も
の

二
時

北
都
留
郡
上
野
原

を
除

ま
で

町
上
野
原
一
、
五

く
。

五
九
番
地
の
一
先

）

（
大
久
保
方
）
ま

で
の
両
側

」

を「
三
四
一

町
道
文

北
都
留
郡
上
野
原

一
、
一
〇
〇

車
両

終
日

上
野
平
成
一
四

教
線

町
上
野
原
一
、
五

原

年
一
〇
月

町
道
奈

九
八
番
地
先
（
明

一
七
日

須
部
丸

誠
高
等
学
校
入
口

告
示
第
六

畑
線

交
差
点
）
か
ら
北

一
号

都
留
郡
上
野
原
町

上
野
原
八
、
一
五

四
番
地
の
二
七
先

（
上
野
原
工
業
団

地
西
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

」

に
、

「
八
六
三

町
　
道

北
都
留
郡
上
野
原

七
四
四

車
両

終
日

上
野
五
九
・
八

小
沢
奈

町
上
野
原
四
一
〇

原

・
一
三

須
部
線

一
番
地
先
（
県
道

四
一
号

上
野
原
五
日
市
線

交
差
点
）
か
ら
北

都
留
郡
上
野
原
町

上
野
原
九
一
九
一

番
地
先
（
上
野
原

中
学
校
）
ま
で
の

両
側

」



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
二
十
八
号
　
　
平
成
十
四
年
十
月
十
七
日

五
六
二

を「
八
六
三

町
道
小

北
都
留
郡
上
野
原

一
、
三
〇
〇

車
両

終
日

上
野
平
成
一
四

沢
奈
須

町
上
野
原
四
、
四

原

年
一
〇
月

部
線

九
二
番
地
先
（
上

一
七
日

野
原
中
入
口
交
差

告
示
第
六

点
）
か
ら
北
都
留

一
号

郡
上
野
原
町
上
野

原
八
、
一
五
四
番

地
の
二
七
先
（
上

野
原
工
業
団
地
西

交
差
点
）
ま
で
の

両
側

」

に
改
め
る
。

�

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
七
年
十
月
十
六
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
古
　
　
屋
　
　
忠
　
　
彦

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

型
式
名

は
輸
入

業
者
名

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ぴ
よ

株
式
会
社

二
〇
〇
五
七
四

役
　
井
置
定
男

機

ぴ
よ
パ
ー

ソ
フ
ィ
ア

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
七
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

ク
Ｇ
Ｓ

〇
一
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ぴ
よ

株
式
会
社

二
〇
〇
五
九
一

役
　
井
置
定
男

機

ぴ
よ
パ
ー

ソ
フ
ィ
ア

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
七
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

ク
Ｖ

〇
一
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ぴ
よ

株
式
会
社

二
〇
〇
五
九
二

役
　
井
置
定
男

機

ぴ
よ
パ
ー

ソ
フ
ィ
ア

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
七
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

ク
Ｇ

〇
一
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ク
レ

株
式
会
社

二
〇
〇
六
一
三

役
　
井
置
定
男

機

イ
ジ
ー
モ

ソ
フ
ィ
ア

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
七
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

ン
ス
タ
ー

〇
一
番
地

一
号
イ
（
別
表

ズ
Ｇ
Ｘ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
藤
商
事
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
に
ゃ

株
式
会
社

二
〇
〇
五
六
六

松
元
邦
夫

機

ん
に
ゃ
ん

藤
商
事

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
内
本
町
一

規
則
第
六
条
第

ド
リ
ー
ム

丁
目
一
番
四
号

一
号
イ
（
別
表

Ａ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

サ
ミ
ー
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ベ
テ
ィ
・

サ
ミ
ー
株

二
四
〇
四
五
九

里
見
治

規
則
第
六
条
第

ブ
ー
プ
Ｓ

式
会
社

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
二
丁
目
二

二
号
（
別
表
第

三
番
二
号

五
）


